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県
立
農
業
大
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
農
業
経
営
課
）

一

香
川
県
立
農
業
大
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
五
十
号

香
川
県
立
農
業
大
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
立
農
業
大
学
校
学
則
（
昭
和
五
十
九
年
香
川
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

目
次
中
「
本
科
」
を
「
担
い
手
養
成
科
」
に
、
「
研
修
科
」
を
「
技
術
研
修
科
」
に
、
「
第
二
十
七
条
」

「
第
四
章

授
業
料
等
（
第
二
十
九

を
「
第
二
十
八
条
」
に
、
「
第
四
章

雑
則
（
第
二
十
八
条
）
」
を

第
五
章

雑
則
（
第
三
十
四
条
）

条－

第
三
十
三
条
）

に
改
め
る
。

」

第
二
条
中
「
事
務
部
及
び
教
育
部
を
置
き
、
事
務
部
に
庶
務
課
及
び
厚
生
管
理
課
を
、
教
育
部
に
学
務

研
修
課
」
を
「
総
務
研
修
課
及
び
教
務
課
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
庶
務
課
」
を
「
総
務
研
修
課
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
十
三
号
と
し
、

同
項
第
六
号
の
次
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。

七

施
設
及
び
設
備
の
管
理
に
関
す
る
事
項

八

車
両
の
管
理
に
関
す
る
事
項

九

職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項

十

寄
宿
舎
の
運
営
に
関
す
る
事
項

十
一

技
術
研
修
科
の
教
育
に
関
す
る
事
項

十
二

技
術
研
修
科
で
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
の
募
集
及
び
選
考
に
関
す
る
事
項

第
三
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
学
務
研
修
課
」
を
「
教
務
課
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及

び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

担
い
手
養
成
科
の
教
育
に
関
す
る
事
項

二

担
い
手
養
成
科
に
入
学
し
よ
う
と
す
る
者
の
募
集
及
び
試
験
に
関
す
る
事
項

第
三
条
第
三
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

学
生
（
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
担
い
手
養
成
科
に
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
健
康
管
理
、
福
利
厚
生
及
び
生
活
指
導
に
関
す
る
事
項

第
三
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

六

学
生
の
自
治
活
動
及
び
課
外
活
動
に
関
す
る
事
項

第
四
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

課
長

第
四
条
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

副
主
幹

第
五
条
第
三
項
中
「
部
長
」
を
「
課
長
」
に
、
「
部
に
」
を
「
課
に
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
研

修
科
」
を
「
技
術
研
修
科
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

５

助
教
授
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
学
生
及
び
研
修
生
の
教
育
に
当
た
る
と
と
も
に
、
教
育
の
内
容

及
び
方
法
の
調
査
研
究
を
行
う
。

６

副
主
幹
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
特
定
の
事
務
を
処
理
す
る
。

「
第
二
章

本
科
」
を
「
第
二
章

担
い
手
養
成
科
」
に
改
め
る
。

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
専
攻
コ
ー
ス
）

第
六
条

担
い
手
養
成
科
に
野
菜
園
芸
、
花
き
園
芸
、
果
樹
園
芸
、
造
園
緑
化
及
び
畜
産
の
各
専
攻
コ
ー

ス
を
置
く
。

第
七
条
中
「
六
十
人
」
を
「
四
十
五
人
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
本
科
」
を
「
担
い
手
養
成
科
」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
「
時
間
数
」
の
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下
に
「
及
び
単
位
数
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
手
続
」
を
「
出
願
」
に
改
め
、
同
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

担
い
手
養
成
科
に
入
学
を
志
願
す
る
者
（
以
下
「
入
学
志
願
者
」
と
い
う
。
）
は
、
校
長
の
指
定
す

る
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
写
真
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
入
学
選
考
の
手
数
料
を
納
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
第
四
号
中
「
六
箇
月
」
を
「
六
月
」
に
、
「
名
刺
型
の
も
の
」
を
「
縦
五
・
五
セ
ン
チ
メ
ー

」

ト
ル
、
横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
と
す
る
。

に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
入
学
試
験
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
本
科
に
入
学
し
よ
う
と
す

る
者
に
対
し
て
は
」
を
「
入
学
志
願
者
に
対
し
て
」
に
、
「
口
述
試
験
」
を
「
面
接
試
験
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
を
削
る
。

第
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
入
学
手
続
及
び
入
学
許
可
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

前
条
第
一
項
の
試
験
等
に
合
格
し
た
者
は
、
校
長
の
指
定
す
る
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提

出
す
る
と
と
も
に
、
入
学
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
第
一
号
中
「
二
人
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
入
学
手
続
を
完
了
し
た
者
に
対
し
、
入
学
を
許
可
す
る
。

第
十
五
条
の
見
出
し
中
「
の
届
出
」
を
削
り
、
同
条
中
「
二
人
」
を
削
る
。

第
十
六
条
の
見
出
し
中
「
の
届
出
」
を
削
り
、
同
条
中
「
と
き
は
、
」
の
下
に
「
保
証
人
と
連
署
し
た
」

を
加
え
る
。

第
十
七
条
の
見
出
し
中
「
評
定
」
の
下
に
「
及
び
単
位
の
授
与
」
を
加
え
、
同
条
中
「
成
績
は
」
の
下

に
「
、
履
修
す
る
教
育
科
目
ご
と
に
」
を
加
え
、
「
評
定
す
る
」
を
「
評
定
し
、
そ
の
結
果
が
別
に
定
め

る
水
準
に
達
し
た
学
生
に
対
し
、
単
位
を
与
え
る
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
見
出
し
中
「
認
定
」
を
「
認
定
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
学
業
成
績
の
評
定
」
を

「
単
位
の
取
得
数
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
卒
業
の
認
定
を
得
ら
れ
な
か
つ
た
学
生
は
、
一
年
を
限
度
と
し
て
再
履
修
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

第
一
項
の
認
定
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

正
当
な
理
由
が
な
く
授
業
料
を
滞
納
し
、
督
促
を
受
け
て
も
な
お
納
付
し
な
い
者

「
第
三
章

研
修
科
」
を
「
第
三
章

技
術
研
修
科
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

技
術
研
修
科
に
新
規
就
農
者
研
修
課
程
、
専
門
課
題
研
修
課
程
、
農
業
機
械
研
修
課
程
、
農
業
体
験

研
修
課
程
及
び
開
放
講
座
研
修
課
程
を
置
く
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
内
容
」
の
下
に
「
、
定
員
」
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
中
「
研
修
科
」
を
「
技
術
研
修
科
」
に
改
め
、
「
者
は
」
の
下
に
「
、
校
長
の
指
定
す
る

日
ま
で
に
」
を
加
え
、
「
所
定
の
期
日
ま
で
に
校
長
に
」
を
削
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
研
修
科
」
を
「
技
術
研
修
科
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
中
「
校
長
は
」
の
下
に
「
、
受
講
の
中
止
を
申
し
出
た
研
修
生
の
ほ
か
」
を
加
え
、
「
一

に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
を
第
三
十
四
条
と
す
る
。

第
四
章
を
第
五
章
と
し
、
第
三
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
四
章

授
業
料
等

（
授
業
料
等
の
額
）

第
二
十
九
条

授
業
料
、
入
学
選
考
の
手
数
料
及
び
入
学
金
（
以
下
「
授
業
料
等
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、

香
川
県
使
用
料
、
手
数
料
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
授
業
料
の
納
付
）

第
三
十
条

学
生
は
、
各
年
度
に
係
る
授
業
料
に
つ
い
て
、
前
期
及
び
後
期
の
二
学
期
に
区
分
し
て
納
付

す
る
も
の
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
期
に
お
い
て
納
付
す
る
額
は
、
年
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と

す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
の
納
付
は
、
前
期
に
あ
つ
て
は
四
月
三
十
日
ま
で
に
、
後
期
に
あ
つ
て

は
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

学
生
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
申
出
に
よ
り
、
前
期
に
係
る
授
業
料
を
納
付
す
る
時
に
、

当
該
学
期
の
属
す
る
年
度
の
後
期
に
係
る
授
業
料
を
併
せ
て
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
授
業
料
の
減
免
）

第
三
十
一
条

知
事
は
、
経
済
的
理
由
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
授
業
料
の
納
付
が
困
難
で
あ

香
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り
、
か
つ
、
学
業
成
績
が
優
秀
で
あ
る
と
認
め
る
学
生
に
対
し
、
授
業
料
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

学
生
が
学
期
の
全
日
数
に
わ
た
り
休
学
を
す
る
と
き
は
、
当
該
学
期
に
係
る
授
業
料
を
免
除
す
る
。

３

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
授
業
料
の
減
免
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

（
授
業
料
の
分
納
及
び
納
付
の
猶
予
）

第
三
十
二
条

知
事
は
、
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
授
業
料
の
分
納
を
許
可
し
、
又
は
そ

の
納
付
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

授
業
料
の
分
納
及
び
納
付
の
猶
予
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

（
授
業
料
等
の
不
還
付
）

第
三
十
三
条

既
納
の
授
業
料
等
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
授
業
料
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
特
別
の

事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
七
条
中
「
研
修
科
の
研
修
課
程
を
修
了
し
た
者
」
を
「
修
了
を
認
定
さ
れ
た
研
修
生
」
に
改
め
、

第
三
章
中
同
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
第
二
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
修
了
の
認
定
）

第
二
十
七
条

技
術
研
修
科
の
研
修
課
程
の
修
了
の
認
定
は
、
受
講
態
度
及
び
出
席
状
況
に
基
づ
い
て
校

長
が
行
う
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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単位数
４
３
１
１
１
２
４
３
１１
１６
４９
１
２
２
１
１
２
２
２
１
１
４
３
１１
１６
４９
３
２
１
２
１
１
１
１
１
２
２
１
２
３
１１
１６
５０
２
２
３
２
２
２
２
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
３
１１
１６
５５

時間数
６４
４８
１６
１６
１６
３２
１３６
９６
４９６
７０４
１，６７２
１６
３２
３２
１６
１６
３２
３２
３２
１６
１６
１３６
９６
４９６
７０４
１，６７２
４８
３２
１６
３２
１６
１６
３２
１６
１６
３２
３２
３２
５６
９６
４９６
７０４
１，６７２
３２
３２
４８
３２
３２
３２
３２
１６
１６
１６
１６
１６
１６
１６
１６
４０
３２
９６
４９６
７０４
１，７３６

科 目
切り花栽培
鉢花栽培
盆栽・植木生産
花き養液栽培
園芸作物流通
花壇苗栽培
花き演習
卒業論文
農場実習
専攻実習
小 計
園芸施設
果樹経営
ブドウ栽培
キウイフルーツ栽培
カキ栽培
ナシ栽培
カンキツ栽培
モモ栽培
園芸作物流通
ビワ栽培
果樹演習
卒業論文
農場実習
専攻実習
小 計
造園概論
緑化植物�
緑化植物�
緑化材料
盆栽・植木生産
緑地環境計画
デッサン・製図
緑化植物植栽
庭木・緑化木管理
造園計画設計
造園施工
景観デザイン
環境緑化演習
卒業論文
農場実習
専攻実習
小 計
家畜育種
家畜飼養
畜産生理・解剖
家畜衛生
家畜繁殖
家畜人工授精概論
受精卵移植概論
飼料作物
畜産物加工
畜産環境
乳用牛
養豚
肉用牛
養鶏
畜産経営
畜産演習
畜産物加工実習
卒業論文
農場実習
専攻実習
小 計

区 分

花
き
園
芸
コ
ー
ス

果
樹
園
芸
コ
ー
ス

造

園

緑

化

コ

ー

ス

畜

産

コ

ー

ス

門

教

育

科

目

単位数
１
１
１
１
２
１
１
１
９
２
１
２
２
１
１
２
２
２
２
２
２
１
１
２
２
１
２
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
１
５１
１
２
４
２
１
１
１
２
１
４
３
１１
１６
４９
１
２

時間数
１６
１６
１６
１６
３２
３２
３２
１６
１７６
３２
１６
３２
３２
１６
１６
３２
３２
３２
３２
３２
３２
１６
１６
３２
３２
１６
３２
３２
３２
３２
３２
３２
１６
１６
１６
１６
１６
１６
３２
３２
３２
３２
１６
３２
１６
６４
１６

１，００８
１６
３２
６４
３２
１６
１６
１６
３２
１６
１３６
９６
４９６
７０４
１，６７２
１６
３２

科 目
くらしと法律
くらしと社会
くらしと経済
くらしと科学
英語
体育
情報処理
農村と文化
小 計
農業基礎
農業政策
農業経営
農業簿記
農業協同組合
農業気象
農業機械
土壌肥料
栽培概論
作物概論
園芸概論
畜産概論
生物工学概論
農林業と環境
農畜産物流通
植物防疫
育種
植物生理
生物工学実験
農学実験
土壌肥料実験
園芸利用演習
食品加工実習
農村社会と農業組織
生活経営
有機農業
農業経営分析設計
農地と経営
農業土木と水利
情報処理演習
農業機械整備実習
園芸演習
生活演習
食品加工
作物栽培基礎実習
食品栄養と労働
農業機械運転実習
特別講義
小 計
園芸施設
野菜経営
果菜類栽培
葉茎菜類栽培
根菜類栽培
野菜栽培機械
園芸作物流通
野菜養液栽培
野菜利用加工
野菜演習
卒業論文
農場実習
専攻実習
小 計
園芸施設
花き経営

区 分

一
般
教
養
科
目

基

礎

教

育

科

目

野
菜
園
芸
コ
ー
ス

共

通

科

目

専

別表（第１０条関係）

教育科目並びにその時間数及び単位数
香

川

県

報

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

（
号
外
七
）

四



第
一
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

香 川 県 証 紙 欄

（消印してはならない。）

コース

コース

第 １ 志 望

第 ２ 志 望

志望する専攻コース

入学を志望する理由

第１号様式（第１１条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

入 学 願 書

年 月 日

香川県立農業大学校長 殿

住 所
ふ り が な

氏 名 �

電 話（ ） －

生年月日 年 月 日

香川県立農業大学校の担い手養成科に入学したいので、香川県立農業大学校学則第１１条の規

定により関係書類を添えて、提出します。

注 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

（写 真）
出願前６月以内
の上半身正面・無
帽
縦５．５�×横４�
裏面に氏名及び
生年月日を記入
の上、はり付けて
ください。

香

川

県

報

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

（
号
外
七
）

五



第２号様式（第１３条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

誓 約 書

年 月 日

香川県立農業大学校長 殿

住 所

氏 名 �

私は、入学に当たり、大学校の諸規則を守り、学生の本分に従つて学業に励むことを誓います。

保証人

住 所

本人との関係

氏 名 �

この度入学手続をしようとする上記の者については、この誓約を堅く守らせ、同人の在学中に

おける一切の事柄について引き受けることを誓います。

注 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

香

川

県

報

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

（
号
外
七
）

六



第３号様式（第１５条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

休 学 （ 退 学 ） 許 可 願

年 月 日

香川県立農業大学校長 殿

学 年

専攻コース

氏 名 �

保証人

住 所

氏 名 �

次の理由により休学（退学）したいので、許可されるよう香川県立農業大学校学則第１５条の規

定により提出します。

１ 休学の期間又は退学の期日

休学の期間 年 月 日から 年 月 日まで

退学の期日 年 月 日

２ 理 由

注 １ 理由が傷病であるときは、医師の診断書を添付してください。

２ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

香

川

県

報

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

（
号
外
七
）

七



第４号様式（第１６条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

復 学 願

年 月 日

香川県立農業大学校長 殿

学 年

専攻コース

氏 名 �

保証人

住 所

氏 名 �

年 月 日から休学していましたが、復学したいので、承認されるよう香川県立農業

大学校学則第１６条の規定により提出します。

復学の期日 年 月 日

注 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

香

川

県

報

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

（
号
外
七
）

八



第
五
号
様
式
中
「
本
科
の

課
程
」
を
「
担
い
手
養
成
科
」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第６号様式（第２４条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

受 講 願 書

年 月 日

香川県立農業大学校長 殿

住 所
ふ り が な

氏 名

生年月日 年 月 日

香川県立農業大学校の技術研修科において受講したいので、香川県立農業大学校学則第２４

条の規定により提出します。

１ 研修課程及び種類

２ 研修の期間

年 月 日から 年 月 日まで

香

川

県

報

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

（
号
外
七
）

九



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

第
七
号
様
式
中
「第

２７
条
関
係

」
を
「第

２８
条
関
係

」
に
、
「
研
修
科
の

研
修
課
程
」
を
「
技

術
研
修
科
の

研
修
課
程
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

（
号
外
七
）

一
〇


